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震源極近傍地震動について２
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現状の強震動の評価手法で使っているさまざまな計算手法は、
断層面を、要素断層に分けて、影響を重ね合わせるという、
割と簡便、断層モデルを用いた方法といえども、
近似手法がとられているということで、
要素断層よりも距離的に近いサイトですね、
数km以内、例えば１kmとか２km以内のサイトについては、
物理モデルとして波動論的な計算手法が破綻する領域になっ
ているということで、そんな近いところでの精度を保証する形で
の評価がこれまで行われてきていない方法論を用いた評価を
実際行っていると

本件特別考慮規定策定の経緯

防災科学技術研究所 藤原広行領域長

H24.12.7 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全
設計基準に関する検討チーム第３回会合

ただ、それを本当の直近のサイトに近づけたときの妥当性については、
まだわからないところも多いし、実際には、不均一さというふうなもの
が一体どの程度の大きさを持っているのか。
これも遠くで見れば、それがだんだん平均化されてしまう。
ただ、それが近くで、もしかしたら評価で用いている値以上の
大きな不均一さを持っているかもわからない。
ここの部分を何らかの形で考慮せざるを得ないのではないのか。 2
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ですから、非常に一般の方の目線から見れば、
もともと評価手法すら確立されていないような断層域直近に施設
をつくられて、不完全な手法で安全性を審査するということ自体に
問題があるというふうな議論もあろうかと思うのですけれども、
そこはもし百歩譲って、それでも安全性を審査しなければならない
というふうな基準づくりだというふうにすれば、
恐らく今我々が持っている手法が破綻をしかけているようなところ
なので、その不確実さを何らかの形で定量的に上乗せをする。
それで初めて、多くの人たちに説得できる値をつくることができるの
ではないのかということで、
ここでは、どの程度の不確かさを上乗せすれば、少なくとも安全性
を評価したと説明できるのかどうかという議論をしないと、
短期的に手法を本当に改善するというのは難しいのではないのか
と思っています。 

本当にここ10年間で断層近傍の記録が幾つかとれています。
岩手・宮城ですと、ほぼ逆断層真上でとれた記録は、深さ260ｍの地中
ですら、時系列で加速度記録で１Ｇを超えるような値にもなっている。
そういう、たまたまとれた１点の記録でも、すごく大きな値、
それが全てを語っているわけではないという、
そういう不確実さの中に我々がいることを考えますと、断層の本当に近い
ところにあるサイトについては、そういったものを十分な考慮をする方法、 
枠組みをさらに上乗せするということをしてほしいなと思っています 防災科学技術研究所 藤原広行領域長 3
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本件特別考慮規定策定の経緯

防災科学技術研究所 藤原広行領域長

H25.1.22 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全
設計基準に関する検討チーム第7回会合

これまでごく断層近傍の地震動の評価という観点から、
幾つか発言させていただいたことをもう一回言っておきますと、
これに加えて私は、
なお、断層の本当のごく近傍領域での地震動の評価においては、
こういったこれまで考えられてきた起震断層だけでなくて、
Capable Fault全体ですね、
この変位を起こす、ずれを起こす断層面全体から生じる地震動の
影響を評価した上で、その地震動の妥当性を。 

引きずられて動くこの断層面は、あまり地震動は出さないのではないのか
というふうに思われている。
それはそうだと思いますし、ただ、そこから出る地震動というのは、
単に長周期だけではなくて、短周期の地震動も出ている。
ただ、そういう引きずられて動く断層面の微細な構造というものは
大きくまとまったものでないために、遠くで見たときには見えない。
ただ、本当に近いところ、そういったところの地震動として、
もしかしたらきく可能性があるということが、
今、否定し切れないと私は思っていますので。 4
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「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」
（別記２）第４条５項二
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基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド
Ⅰ 3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 
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敷地内のどの地点までの距離？

債務者の主張︔炉心
約２ｋｍ

債権者の主張︔敷地境界
約１．３ｋｍ



第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それ
ぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 
一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特
定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大
事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるお
それがないものであること。 
三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定 重大事
故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に対
処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 
四 特定重大事故等対処施設  第四条第二項の規定により算定する地震力に
十分に耐えることができ、かつ、基準地震動による地震力に対して重大事
故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであるこ
と。 
２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ずるお
それがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがないものでなければならない。 8

第三条 
設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設計
基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安
全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大き
いもの（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キャスクにあって
は、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用
した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することがで
きる地盤に設けなければならない。

第四条
３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及
ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力 （以下
「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれ
るおそれがないものでなければならない。
 ４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜
面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければ
ならない。

第三十八条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それ
ぞれ次に定める地盤に設けなければならない。
 一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」
という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有す
る機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故防止設備」とい
う。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除
く。） 基準地震動による地震力が作用した 場合においても当該重大事故
等対処施設を十分に支持することができる地盤 
三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設備」
という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を
除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事
故等対処施設を十分に支持することができる地盤 
四 特定重大事故等対処施設  第四条第二項の規定により算定する地震力が
作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合においても当該
特定重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

基準地震動が使われている施設、斜面、地盤等

第６１条（緊急時対策所）
 １ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる
措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備
えたものをいう。 
ａ）基準地震動による地震力に対して緊急時対策所の機能を喪失しな
いようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備
の基準に関する規則（の解釈）



9債務者ホームページより

２号機炉心
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極近傍は断層から２ｋｍ程度以内

震源域別の寄与度計算の結果、断層極近傍において、FN 
成分においては地震発生層の地震動が全体の 90%程度を占
め、FP 成分は表層地盤の震源域の地震動が全体のほぼ 
100%を占めることが分かった。また、断層から 2km 以上
離れると、表層地盤の震源域による影響は無視できる程度
に下がることが分かる。上下成分は FP 成分とほぼ同じ傾
向にあるが、地震動の大きさは小さい

乙９８



これ、前回の審査会合でもお伝えしましたけど、今まさに議論になっている
宍道断層というのは、ガイドの中で震源が極めて近い場合、
このケースに当たっていて、その場合の地震動評価というのは、

さらに十分な余裕を見て行ってくださいということが書いておりますけど。
今の地震発生層、断層幅の話もそうですし、それ以外の各種パラメータ、あと、評

価ケースの組み合わせですね、こういったところを今現状で申し上げると、
まだそういった域には達していないかなと思っていますので、

私もそうですし、ほかの方からもコメントがあるかと思うんですけど、そういった
認識を再度持っていただいて、十分な検討を今後進めていただければと思います。 

野田審査官

先ほど野田のほうで、御社の宍道断層に対して置かれている条件、それが審査ガイド
でいう震源が敷地に極近い場合、いわゆる極近傍の地震動に値するということですね。

我々、規制庁のほうでも2015年辺りにいろんな検討をしていまして、基本的な考え方としては、
…おおよそ距離にして2kmより近い場合、very nearの場合がやはりそこが影響が出る

ということで。  御社のサイティングを見まして、少し詳細なマップで距離を私なりに少し見ますと、
やはり断層最短距離が2km弱ぐらいなんですね。これがどう影響を及ぼすかというのは定かじゃ

ないんですけど、こういった観点の審査ガイド上の我々の確認事項に対して、
現時点、御社はどのように考えているかをお伺いします

小林技術研究調査官

H28.11.11 審査会合にて

乙１０３ 11



H29.12.13 規制庁のヒアリング
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乙１０１
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乙１０１
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乙１０１



浅部領域における短周期地震動の発生能力について意見が分かれていること
から、本付録では…浅部領域で設定されたすべり速度時間関数の違いや
浅部領域への短周期震源の設定が地震動に与える影響についても追加検討する。16

地震本部の中間報告
甲１２２
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